
 
無料低額老健事業について 

 
 

 

無料低額老健事業の目的 

病気やケガにより生計困難をきたす恐れのある方、経済的な理
由により必要なサービスを受けることができない方を対象に施
設介護費用の一部またはすべてを免除し安心して介護サービス
を受けて頂くための事業です。 

制度を利用するにはどうすればいいですか？ 

まずは支援相談員にご連絡下さい。申請を受けて担当職員が本
人またはご家族と面談し生活状況について伺います。※必要に
応じて収入や支出のわかるものをご提出頂く場合がございます。 

ご相談をお受けしたあと施設内規定により必要書類を作成し審
査をさせて頂きます。 

どのような免除がありますか？ 

〇施設介護サービス費 

〇食費 

〇居住費 

〇その他必要と認められたもの 

どのような方が対象になる可能性がありますか？ 

〇生活保護基準に該当もしくはそれを若干上回る方 

〇DV（ドメスティックバイオレンス）、失業等でお支払が困難な方 

〇その他経済的理由により介護サービス費のお支払が困難な方 
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TEL047-700-6600 FAX047-700-6665 
 
お問合せ 平日9：00～17：00  
 
支援相談員 松田・春田 

  

 
☎ 047-700-6600 （松田，春田） 
✉beteru-urayasu@sis.seirei.or.jp 
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